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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の周波数帯域を用いて形成された第１無線通信エリアをカバーする無線基地局であ
って、
　前記無線基地局の帯域保証通信における負荷を示すＧＢＲ負荷を取得するＧＢＲ負荷取
得部と、
　前記ＧＢＲ負荷が予め定められた第１閾値より高い場合に、前記無線基地局と音声呼接
続を確立している移動局のうち、前記無線基地局が発信する電波の受信強度が他の移動局
に比べて低い移動局を、前記第１の周波数帯域とは異なる第２の周波数帯域を用いて形成
された第２無線通信エリアにハンドオーバさせる処理を実行するハンドオーバ処理実行部
と
　を備える無線基地局。
【請求項２】
　前記無線基地局と音声接続を確立している複数の移動局のそれぞれから受信した、前記
無線基地局が送信する電波の受信強度を格納する移動局情報管理部をさらに備え、
　前記ハンドオーバ処理実行部は、前記ＧＢＲ負荷が前記第１閾値より高い場合に、前記
移動局情報管理部に格納された受信強度が他の移動局に比べて低い移動局を、前記第２無
線通信エリアにハンドオーバさせる処理を実行する、請求項１に記載の無線基地局。
【請求項３】
　前記ハンドオーバ処理実行部は、前記無線基地局が発信する電波の受信強度が他の移動
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局に比べて低い移動局を前記第２無線通信エリアにハンドオーバできなかった場合、当該
移動局の次に電波受信強度が低い移動局を前記第２無線通信エリアにハンドオーバさせる
ハンドオーバ処理を実行する、請求項１又は２に記載の無線基地局。
【請求項４】
　前記無線基地局は、ＦＤＤ－ＬＴＥシステムに属する無線基地局であって、
　前記ハンドオーバ処理実行部は、前記ＧＢＲ負荷が前記第１閾値より高い場合に、前記
無線基地局と音声呼接続を確立している移動局のうち、前記無線基地局が発信する電波の
受信強度が他の移動局に比べて低い移動局を、ＳＲＶＣＣ機能を利用して、３Ｇシステム
に属する無線基地局によって形成された前記第２無線通信エリアにハンドオーバさせる処
理を実行する、請求項１から３のいずれか一項に記載の無線基地局。
【請求項５】
　コンピュータを、請求項１から４のいずれか一項に記載の無線基地局として機能させる
ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動局から呼接続要求を受信した場合に、その時点での移動局の接続数が最大値に達し
ているか否かによって受け入れの可否を判定する無線基地局が知られていた（例えば、特
許文献１参照）。
　［先行技術文献］
　［特許文献］
　［特許文献１］特開２０１１－２５０２６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来、呼接続要求の受け入れが拒否された場合、受け入れが許可されるまで待機した後
で通話が開始されていたが、通話開始までの待ち時間を短縮する技術が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様によれば、第１周波数帯域を用いて形成された第１無線通信エリア
をカバーする無線基地局であって、無線基地局の帯域保証通信における負荷を示すＧＢＲ
負荷を取得するＧＢＲ負荷取得部と、ＧＢＲ負荷が予め定められた第１閾値より高い場合
に、無線基地局と音声呼接続を確立している移動局を、第１の周波数帯域とは異なる第２
の周波数帯域を用いて形成された第２無線通信エリアにハンドオーバさせる処理を実行す
るハンドオーバ処理実行部とを備える無線基地局が提供される。
【０００５】
　上記無線基地局は、移動局から呼接続要求を受信する呼接続要求受信部をさらに備えて
よく、ハンドオーバ処理実行部は、呼接続要求受信部が呼接続要求を受信したときに、Ｇ
ＢＲ負荷が第１閾値より高い場合に、無線基地局と音声呼接続を確立している移動局を第
２無線通信エリアにハンドオーバさせる処理を実行してよい。上記無線基地局は、呼接続
要求受信部が呼接続要求を受信したときに、ＧＢＲ負荷が第１閾値より低い場合に、移動
局との音声呼接続を確立する呼接続確立処理を実行する呼接続確立処理実行部をさらに備
えてよく、ハンドオーバ処理実行部は、呼接続要求受信部が呼接続要求を受信したときに
、ＧＢＲ負荷が第１閾値より高い場合に、呼接続要求を送信した移動局を、第２無線通信
エリアにハンドオーバさせる処理を実行してよい。上記無線基地局において、ハンドオー
バ処理実行部は、ＧＢＲ負荷が第１閾値より高く、第１閾値より高い第２閾値より低い場
合に、呼接続要求を送信した移動局を第２無線通信エリアにハンドオーバさせる処理を実
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行し、ＧＢＲ負荷が第２閾値より高い場合に、無線基地局と音声呼接続を確立している移
動局のうち、音声呼接続要求を送信した移動局以外の移動局を第２無線通信エリアにハン
ドオーバさせる処理を実行してよい。
【０００６】
　上記無線基地局において、ハンドオーバ処理実行部は、ＧＢＲ負荷が第２閾値より高い
場合に、無線基地局と音声呼接続を確立している移動局のうち、無線基地局が発信する電
波の受信強度が他の移動局に比べて低い移動局を第２無線通信エリアにハンドオーバさせ
る処理を実行してよい。上記無線基地局は、呼接続要求受信部が呼接続要求を受信したと
きに、ＧＢＲ負荷が第２閾値より高いＡｄｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ閾値よりも高
い場合に、呼接続要求を拒否する要求拒否処理を実行する要求拒否処理実行部をさらに備
えてよい。上記無線基地局において、第１無線通信エリアは、ＦＤＤ－ＬＴＥ方式に従っ
た通信エリアであってよく、第２無線通信エリアは、ＦＤＤ－ＬＴＥ方式、ＴＤ－ＬＴＥ
方式及び３Ｇ方式のいずれかに従った通信エリアであってよい。
【０００７】
　本発明の第２の態様によれば、コンピュータを、上記無線基地局として機能させるため
のプログラムが提供される。
【０００８】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ｅＮｏｄｅＢの通信環境の一例を概略的に示す。
【図２】ｅＮｏｄｅＢの機能構成の一例を概略的に示す。
【図３】ＡＴＯ閾値の一例を概略的に示す。
【図４】ＡＴＯ閾値の他の一例を概略的に示す。
【図５】ｅＮｏｄｅＢによる処理の流れの一例を概略的に示す。
【図６】ｅＮｏｄｅＢによる処理の流れの他の一例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１１】
　図１はｅＮｏｄｅＢ１００の通信環境の一例を概略的に示す。ｅＮｏｄｅＢ１００は、
無線基地局の一例であってよい。ｅＮｏｄｅＢ１００は、ＦＤＤ－ＬＴＥ（Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）
システム１０に属する。ＦＤＤ－ＬＴＥシステム１０は、ＦＤＤ－ＬＴＥ方式に従った無
線通信システムである。
【００１２】
　ｅＮｏｄｅＢ１００は、ＦＤＤ－ＬＴＥコアネットワーク１２に接続される。ＦＤＤ－
ＬＴＥコアネットワーク１２は、不図示のＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）及びゲートウェイ等を含む。
【００１３】
　通信エリア１０２は、ｅＮｏｄｅＢ１００によって形成された通信エリアである。通信
エリア１０２は、ｅＮｏｄｅＢ１００によって第１周波数帯域を用いて形成されてよい。
通信エリア１０２は、第１無線通信エリアの一例であってよい。
【００１４】
　ｅＮｏｄｅＢ２００は、ＦＤＤ－ＬＴＥシステム１０とは異なるＦＤＤ－ＬＴＥシステ
ム２０に属する。ＦＤＤ－ＬＴＥシステム２０は、ＦＤＤ－ＬＴＥ方式に従った無線通信
システムである。ｅＮｏｄｅＢ２００は、ＦＤＤ－ＬＴＥコアネットワーク２２に接続さ
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れる。ＦＤＤ－ＬＴＥコアネットワーク２２は、不図示のＭＭＥ及びゲートウェイ等を含
む。
【００１５】
　通信エリア２０２は、ｅＮｏｄｅＢ２００によって形成された通信エリアである。通信
エリア２０２は、ｅＮｏｄｅＢ２００によって、第１周波数帯域とは異なる周波数帯域を
用いて形成されてよい。ｅＮｏｄｅＢ２００が用いる周波数帯域は第２周波数帯域の一例
であってよく、通信エリア２０２は、第２無線通信エリアの一例であってよい。
【００１６】
　ＢＳ（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）３００は、３Ｇシステム３０に属する。３Ｇシステ
ム３０は、３Ｇ方式に従った無線通信システムである。３Ｇシステム３０は、例えば、Ｗ
－ＣＤＭＡ方式に従った無線通信システムであってよい。ＢＳ３００は、ＲＮＣ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）３４を介して、３Ｇコアネットワーク３
２に接続される。３Ｇコアネットワーク３２は、不図示のＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇ
ＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）及びゲートウェイ等を含む。
【００１７】
　通信エリア３０２は、ＢＳ３００によって形成された通信エリアである。通信エリア３
０２は、ＢＳ３００によって、第１周波数帯域とは異なる周波数帯域を用いて形成されて
よい。ＢＳ３００が用いる周波数帯域は第２周波数帯域の一例であってよく、通信エリア
３０２は、第２無線通信エリアの一例であってよい。
【００１８】
　ｅＮｏｄｅＢ４００は、ＴＤ－ＬＴＥ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システム４０に属する。ＴＤ－ＬＴＥシステム４０は、ＴＤ
－ＬＴＥ方式に従った無線通信システムである。ｅＮｏｄｅＢ４００は、ＴＤ－ＬＴＥコ
アネットワーク４２に接続される。ＴＤ－ＬＴＥコアネットワーク４２は、不図示のＭＭ
Ｅ及びゲートウェイを含む。
【００１９】
　通信エリア４０２は、ｅＮｏｄｅＢ４００によって形成された通信エリアである。通信
エリア４０２は、ｅＮｏｄｅＢ４００によって、第１周波数帯域とは異なる周波数帯域を
用いて形成されてよい。ｅＮｏｄｅＢ４００が用いる周波数帯域は第２周波数帯域の一例
であってよく、通信エリア４０２は、第２無線通信エリアの一例であってよい。
【００２０】
　図１に示すように、通信エリア１０２には、通信エリア２０２、通信エリア３０２及び
通信エリア４０２等の他の通信エリアが重畳する。なお、図１は例示であり、通信エリア
１０２に重畳する通信エリアの状況はこれに限らない。
【００２１】
　移動局５０は、ＦＤＤ－ＬＴＥシステム１０に接続可能な無線通信端末である。移動局
５０は、例えば、スマートフォン等の携帯電話及びタブレット端末等である。移動局５０
は、ＦＤＤ－ＬＴＥシステム１０以外の無線通信システムにも接続可能である。ここでは
、移動局５０が、ＦＤＤ－ＬＴＥシステム２０、３Ｇシステム３０及びＴＤ－ＬＴＥシス
テム４０に接続可能な無線通信端末である場合を例に挙げて説明する。
【００２２】
　ｅＮｏｄｅＢ１００は、移動局５０から呼接続要求を受信したときに、ｅＮｏｄｅＢ１
００の帯域保証通信における負荷を示すＧＢＲ（Ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ　Ｂｉｔ　Ｒａｔ
ｅ）負荷を取得する。ｅＮｏｄｅＢ１００は、取得したＧＢＲ負荷がＡＣ（Ａｄｍｉｓｓ
ｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）閾値を超えていた場合、受信した呼接続要求を拒否する呼接続
要求拒否処理を実行する。呼接続要求拒否処理とは、例えば、呼接続要求を拒否する拒否
信号を移動局５０に送信することである。
【００２３】
　また、ｅＮｏｄｅＢ１００は、取得したＧＢＲ負荷がＡＣ閾値を超えていなかった場合
、移動局５０との音声呼接続を確立する呼接続確立処理を実行する。そして、本実施形態
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に係るｅＮｏｄｅＢ１００は、取得したＧＢＲ負荷がＡＣ閾値よりも低いＡＴＯ（Ａｄｍ
ｉｓｓｉｏｎ　Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｏｆｆｌｏａｄ）閾値よりも高い場合に、ｅＮｏｄ
ｅＢ１００と音声呼接続を確立している移動局５０を、他の通信エリアにハンドオーバさ
せるハンドオーバ処理を実行する。ＡＴＯ閾値は、第１閾値の一例であってよい。ｅＮｏ
ｄｅＢ１００は、例えば、呼接続要求を送信した移動局５０を他の通信エリアにハンドオ
ーバさせるハンドオーバ処理を実行する。
【００２４】
　ハンドオーバ処理とは、例えば、ハンドオーバ指示を移動局５０に送信することであっ
てよい。ハンドオーバ指示を受信した移動局５０は、複数の通信エリアのそれぞれから受
信する電波の受信強度を測定して、測定結果をｅＮｏｄｅＢ１００に送信する。図１に示
す例では、移動局５０は、ｅＮｏｄｅＢ２００からの受信電波強度、ＢＳ３００からの受
信電波強度及びｅＮｏｄｅＢ４００からの受信電波強度を測定して、測定結果をｅＮｏｄ
ｅＢ１００に送信する。
【００２５】
　ｅＮｏｄｅＢ１００は、移動局５０から受信した複数の受信電波強度のうち、最も強度
が強い受信電波強度が予め定められた閾値を超えている場合に、当該受信電波強度に対応
する通信エリアに移動局５０をハンドオーバさせてよい。例えば、ＢＳ３００からの受信
電波強度が最も強度が強く、かつ、予め定められた閾値を超えている場合に、ｅＮｏｄｅ
Ｂ１００は、ＳＲＶＣＣ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｖｏｉｃｅ　Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔ
ｉｎｕｉｔｙ）機能を利用して、移動局５０を通信エリア３０２にハンドオーバさせる。
ｅＮｏｄｅＢ１００は、移動局５０から受信した複数の受信電波強度のうち、最も強度が
強い受信電波強度が予め定められた閾値を超えていない場合には、移動局５０との音声呼
接続を確立したままとしてよい。
【００２６】
　上述したように、ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値よりも低いＡＴＯ閾値よりも高い場合に、音声
呼接続を確立している移動局５０を他の通信エリアにハンドオーバさせることによって、
ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値を超えてしまうことを防止できる。他の通信エリアからの受信電波
強度が予め定められた閾値を超えていない移動局５０については他の通信エリアにハンド
オーバさせずに呼接続を確立するのでＧＢＲ負荷が高まってしまうが、閾値を超えている
移動局５０についてはハンドオーバさせていくことになるので、本実施形態に係るｅＮｏ
ｄｅＢ１００によれば、少なくとも、ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値を超えてしまうタイミングを
遅れさせることができる。
【００２７】
　図２は、ｅＮｏｄｅＢ１００の機能構成の一例を概略的に示す。ｅＮｏｄｅＢ１００は
、呼接続要求受信部１１０、ＧＢＲ負荷取得部１１２、閾値比較部１１４、呼接続確立処
理実行部１１６、要求拒否処理実行部１１８、ハンドオーバ処理実行部１２０及び移動局
情報管理部１２２を備える。
【００２８】
　呼接続要求受信部１１０は、移動局５０から呼接続要求を受信する。
【００２９】
　ＧＢＲ負荷取得部１１２は、ｅＮｏｄｅＢ１００のＧＢＲ負荷を取得する。ＧＢＲ負荷
取得部１１２は、呼接続要求受信部１１０が呼接続要求を受信したときに、ＧＢＲ負荷を
取得してよい。
【００３０】
　ＧＢＲ負荷は、例えば、音声呼接続を確立している移動局５０の数、ｅＮｏｄｅＢ１０
０のＣＰＵ使用率、無線リソースブロックの使用率及びＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）のリソース使用率の少なくともい
ずれかであってよい。
【００３１】
　閾値比較部１１４は、ＧＢＲ負荷取得部１１２が取得したＧＢＲ負荷と閾値とを比較す
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る。閾値比較部１１４は、音声呼接続を確立している移動局５０の数及びｅＮｏｄｅＢ１
００のＣＰＵ使用率等、複数のＧＢＲ負荷と閾値とを比較して、複数のＧＢＲ負荷のうち
いずれかが閾値よりも高い場合に、ＧＢＲ負荷が閾値よりも高いと判定してよい。閾値比
較部１１４は、複数のＧＢＲ負荷と閾値とを比較して、複数のＧＢＲ負荷の全てが閾値よ
りも低い場合に、ＧＢＲ負荷が閾値よりも低いと判定してもよい。
【００３２】
　閾値比較部１１４は、ＧＢＲ負荷とＡＣ閾値とを比較してよい。また、閾値比較部１１
４は、ＧＢＲ負荷とＡＴＯ閾値とを比較してよい。またさらに、閾値比較部１１４は、Ｇ
ＢＲ負荷と、ＡＣ閾値よりも低い第１ＡＴＯ閾値とを比較してよい。また、閾値比較部１
１４は、ＧＢＲ負荷と、ＡＣ閾値よりも低く第１ＡＴＯ閾値よりも高い第２ＡＴＯ閾値と
を比較してよい。第１ＡＴＯ閾値は第１閾値の一例であってよく、第２ＡＴＯ閾値は第２
閾値の一例であってよい。
【００３３】
　呼接続確立処理実行部１１６は、呼接続要求受信部１１０が受信した呼接続要求に対す
る呼接続確立処理を実行する。呼接続確立処理実行部１１６は、閾値比較部１１４がＧＢ
Ｒ負荷とＡＣ閾値とを比較した結果、ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値よりも低い場合に、呼接続確
立処理を実行してよい。呼接続確立処理実行部１１６が呼接続確立処理を実行することに
より、ｅＮｏｄｅＢ１００と移動局５０との間で音声呼接続が確立する。
【００３４】
　要求拒否処理実行部１１８は、呼接続要求受信部１１０が受信した呼接続要求に対する
要求拒否処理を実行する。要求拒否処理実行部１１８は、閾値比較部１１４がＧＢＲ負荷
とＡＣ閾値とを比較した結果、ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値よりも高い場合に、要求拒否処理を
実行してよい。
【００３５】
　ハンドオーバ処理実行部１２０は、ハンドオーバ処理を実行する。ハンドオーバ処理実
行部１２０は、閾値比較部１１４がＧＢＲ負荷とＡＴＯ閾値とを比較した結果、ＧＢＲ負
荷がＡＴＯ閾値より高い場合に、ｅＮｏｄｅＢ１００と音声呼接続を確立している移動局
５０を、他の通信エリアにハンドオーバさせるハンドオーバ処理を実行してよい。例えば
、ハンドオーバ処理実行部１２０は、呼接続要求を送信した移動局５０を他の通信エリア
にハンドオーバさせるハンドオーバ処理を実行する。
【００３６】
　また、ハンドオーバ処理実行部１２０は、ｅＮｏｄｅＢ１００と音声呼接続を確立して
いる複数の移動局５０のうち、呼接続要求を送信した移動局５０以外の移動局５０を、他
の通信エリアにハンドオーバさせるハンドオーバ処理を実行してもよい。例えば、ハンド
オーバ処理実行部１２０は、複数の移動局５０のうち、ｅＮｏｄｅＢ１００が送信する電
波の受信強度が他の移動局５０に比べて低い移動局５０を、他の通信エリアにハンドオー
バさせるハンドオーバ処理を実行する。これにより、ｅＮｏｄｅＢ１００が送信する電波
の受信強度が他の移動局５０に比べて弱く、他の移動局５０よりも通信リソースを消費す
る移動局５０を他の通信エリアにハンドオーバさせることができるので、ｅＮｏｄｅＢ１
００のＧＢＲ負荷を効率的に低減させることができる。
【００３７】
　ハンドオーバ処理実行部１２０は、移動局情報管理部１２２が管理する移動局情報を参
照することによって、音声呼接続を確立している複数の移動局５０のうち、ｅＮｏｄｅＢ
１００が送信する電波の受信強度が他の移動局５０に比べて弱い移動局５０を特定してよ
い。移動局情報管理部１２２は、音声呼接続を確立している複数の移動局５０のそれぞれ
から受信した、ｅＮｏｄｅＢ１００が送信する電波の受信強度を格納してよい。例えば、
移動局管理部１２２は、音声呼接続を確立している複数の移動局５０のそれぞれから定期
的に受信した、ｅＮｏｄｅＢ１００が送信する電波の受信強度を、移動局５０の識別情報
に対応付けて格納する。
【００３８】
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　ハンドオーバ処理実行部１２０は、閾値比較部１１４がＧＢＲ負荷を第１ＡＴＯ閾値及
び第２ＡＴＯ閾値と比較した結果に基づいてハンドオーバ処理を実行してもよい。ハンド
オーバ処理実行部１２０は、例えば、ＧＢＲ負荷が第１ＡＴＯ閾値より高く、第２ＡＴＯ
閾値より低い場合に、呼接続要求を送信した移動局５０を他の通信エリアにハンドオーバ
させるハンドオーバ処理を実行する。また、ハンドオーバ処理実行部１２０は、ＧＢＲ負
荷が第２ＡＴＯ閾値よりも高く、ＡＣ閾値よりも低い場合に、ｅＮｏｄｅＢ１００と音声
呼接続を確立している複数の移動局５０のうち、音声呼接続を送信した移動局５０以外の
移動局５０を他の通信エリアにハンドオーバさせるハンドオーバ処理を実行してよい。例
えば、ハンドオーバ処理実行部１２０は、複数の移動局５０のうち、ｅＮｏｄｅＢ１００
が送信する電波の受信強度が他の移動局５０に比べて低い移動局５０を、他の通信エリア
にハンドオーバさせるハンドオーバ処理を実行する。
【００３９】
　図３は、ＡＴＯ閾値１３０の一例を概略的に示す。ＡＴＯ閾値１３０は、ＡＣ閾値１４
０よりも低い値である。ＡＣ閾値１４０は、ｅＮｏｄｅＢ１００において処理可能な最大
のＧＢＲ負荷を示すセル最大容量１５０に対する割合で表される値であってよい。例えば
、ＡＣ閾値１４０は、セル最大容量１５０の８０％に相当する値である。ＡＣ閾値１４０
のセル最大容量１５０に対する割合は、設定変更可能であってよい。
【００４０】
　ＡＴＯ閾値１３０は、セル最大容量１５０に対する割合で表されてよい。例えば、ＡＴ
Ｏ閾値１３０は、セル最大容量１５０の６０％に相当する値である。また、ＡＴＯ閾値１
３０は、ＡＣ閾値１４０に対する割合で表されてもよい。ＡＴＯ閾値１３０の、セル最大
容量１５０又はＡＣ閾値１４０に対する割合は、設定変更可能であってよい。
【００４１】
　図４は、第１ＡＴＯ閾値１３２及び第２ＡＴＯ閾値１３４の一例を概略的に示す。第１
ＡＴＯ閾値１３２及び第２ＡＴＯ閾値１３４は、ＡＣ閾値１４０よりも低い値である。Ａ
Ｃ閾値１４０は、セル最大容量１５０に対する割合で表される値であってよい。例えば、
ＡＣ閾値１４０は、セル最大容量１５０の８０％に相当する値である。ＡＣ閾値１４０の
セル最大容量１５０に対する割合は、設定変更可能であってよい。
【００４２】
　第１ＡＴＯ閾値１３２は、セル最大容量１５０に対する割合で表されてよい。例えば、
第１ＡＴＯ閾値１３２は、セル最大容量１５０の６０％に相当する値である。また、第１
ＡＴＯ閾値１３２は、ＡＣ閾値１４０に対する割合で表されてもよい。第１ＡＴＯ閾値１
３２の、セル最大容量１５０又はＡＣ閾値１４０に対する割合は、設定変更可能であって
よい。
【００４３】
　第２ＡＴＯ閾値１３４は、第１ＡＴＯ閾値１３２よりも高い値である。第２ＡＴＯ閾値
１３４は、セル最大容量１５０に対する割合で表されてよい。例えば、第２ＡＴＯ閾値１
３４は、セル最大容量１５０の７０％に相当する値である。また、第２ＡＴＯ閾値１３４
は、ＡＣ閾値１４０に対する割合で表されてもよい。第２ＡＴＯ閾値１３４の、セル最大
容量１５０又はＡＣ閾値１４０に対する割合は、設定変更可能であってよい。
【００４４】
　図５は、ｅＮｏｄｅＢ１００による処理の流れの一例を概略的に示す。図５に示す処理
は、呼接続要求を受信して、呼接続要求に対する処理を実行する処理の流れを説明する。
図５に示す各処理は、ｅＮｏｄｅＢ１００が備える制御部が主体となって実行される。
【００４５】
　ステップ５０２（ステップをＳと省略して表記する場合がある。）では、呼接続要求受
信部１１０が移動局５０から呼接続要求を受信する。Ｓ５０４では、ＧＢＲ負荷取得部１
１２が、ｅＮｏｄｅＢ１００のＧＢＲ負荷を取得する。
【００４６】
　Ｓ５０６では、閾値比較部１１４が、Ｓ５０４で取得したＧＢＲ負荷とＡＣ閾値とを比
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較する。ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値より高い場合、Ｓ５１４に進み、ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値よ
り高くない場合、Ｓ５０８に進む。
【００４７】
　Ｓ５０８では、呼接続確立処理実行部１１６が、呼接続要求を送信した移動局５０との
音声呼接続を確立する呼接続確立処理を実行する。Ｓ５１０では、閾値比較部１１４が、
Ｓ５０４で取得したＧＢＲ負荷とＡＴＯ閾値とを比較する。ＧＢＲ負荷がＡＴＯ閾値より
高い場合、Ｓ５１２に進む。Ｓ５１２では、ハンドオーバ処理実行部１２０が、呼接続要
求を送信した移動局５０を他の通信エリアにハンドオーバさせるハンドオーバ処理を実行
する。ＧＢＲ負荷がＡＴＯ閾値より高くない場合、処理が終了する。
【００４８】
　Ｓ５１４では、要求拒否処理実行部１１８が、Ｓ５０２で受信した呼接続要求を拒否す
る要求拒否処理を実行する。そして、処理が終了する。
【００４９】
　図６は、ｅＮｏｄｅＢ１００による処理の流れの他の一例を概略的に示す。図６に示す
処理は、呼接続要求を受信して、呼接続要求に対する処理を実行する処理の流れを説明す
る。図６に示す各処理は、ｅＮｏｄｅＢ１００が備える制御部が主体となって実行される
。
【００５０】
　Ｓ６０２では、呼接続要求受信部１１０が移動局５０から呼接続要求を受信する。Ｓ６
０４では、ＧＢＲ負荷取得部１１２が、ｅＮｏｄｅＢ１００のＧＢＲ負荷を取得する。
【００５１】
　Ｓ６０６では、閾値比較部１１４が、Ｓ６０４で取得したＧＢＲ負荷とＡＣ閾値とを比
較する。ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値より高い場合、Ｓ６２０に進み、ＧＢＲ負荷がＡＣ閾値よ
り高くない場合、Ｓ６０８に進む。
【００５２】
　Ｓ６０８では、呼接続確立処理実行部１１６が、呼接続要求を送信した移動局５０との
音声呼接続を確立する呼接続確立処理を実行する。Ｓ６１０では、閾値比較部１１４が、
Ｓ５０４で取得したＧＢＲ負荷と第１ＡＴＯ閾値とを比較する。ＧＢＲ負荷が第１ＡＴＯ
閾値より高い場合、Ｓ６１２に進み、ＧＢＲ負荷が第１ＡＴＯ閾値より高くない場合、処
理が終了する。
【００５３】
　Ｓ６１２では、閾値比較部１１４が、Ｓ６０４で取得したＧＢＲ負荷と第２ＡＴＯ閾値
とを比較する。ＧＢＲ負荷が第２ＡＴＯ閾値よりも高い場合、Ｓ６１６に進み、ＧＢＲ負
荷が第２ＡＴＯ閾値よりも高くない場合、Ｓ６１４に進む。Ｓ６１４では、ハンドオーバ
処理実行部１２０が、呼接続要求を送信した移動局５０を他の通信エリアにハンドオーバ
させるハンドオーバ処理を実行する。
【００５４】
　Ｓ６１６では、ハンドオーバ処理実行部１２０が、移動局情報管理部１２２を参照して
、ｅＮｏｄｅＢ１００と音声呼接続を確立している複数の移動局５０のうち、ｅＮｏｄｅ
Ｂ１００が発信する電波の受信強度が他の移動局５０に比べて低い移動局５０を特定する
。ハンドオーバ処理実行部１２０は、ｅＮｏｄｅＢ１００が発信する電波の受信強度が低
い順に複数の移動局５０を選択してよい。
【００５５】
　Ｓ６１８では、ハンドオーバ処理実行部１２０が、Ｓ６１６で特定した移動局５０を他
の通信エリアにハンドオーバさせるハンドオーバ処理を実行する。ハンドオーバ処理実行
部１２０は、Ｓ６１６で特定した移動局５０を他の通信エリアにハンドオーバできなかっ
た場合、当該移動局５０の次に電波受信強度が低い移動局５０を他の通信エリアにハンド
オーバさせるハンドオーバ処理を実行してよい。Ｓ６１６で特定した移動局５０を他の通
信エリアにハンドオーバできない場合とは、例えば、移動局５０が他の通信エリアからの
電波を受信できていない場合及び他の通信エリアから受信する電波の受信強度が予め定め
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られた閾値より低い場合等である。
【００５６】
　Ｓ６２０では、要求拒否処理実行部１１８が、Ｓ６０２で受信した呼接続要求を拒否す
る要求拒否処理を実行する。そして、処理が終了する。
【００５７】
　以上の説明において、ｅＮｏｄｅＢ１００の各部は、ハードウエアにより実現されても
よく、ソフトウエアにより実現されてもよい。また、ハードウエアとソフトウエアとの組
み合わせにより実現されてもよい。また、プログラムが実行されることにより、コンピュ
ータが、ｅＮｏｄｅＢ１００として機能してもよい。プログラムは、コンピュータ読み取
り可能な媒体又はネットワークに接続された記憶装置から、ｅＮｏｄｅＢ１００の少なく
とも一部を構成するコンピュータにインストールされてよい。
【００５８】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータを本実施形態に係るｅＮｏｄｅＢ１０
０として機能させるプログラムは、ＣＰＵ等に働きかけて、コンピュータを、ｅＮｏｄｅ
Ｂ１００の各部としてそれぞれ機能させる。これらのプログラムに記述された情報処理は
、コンピュータに読込まれることにより、ソフトウエアとｅＮｏｄｅＢ１００のハードウ
エア資源とが協働した具体的手段として機能する。
【００５９】
　以上の説明において、本実施形態に係る無線基地局の一例としてｅＮｏｄｅＢ１００を
挙げて説明したが、これに限らない。ｅＮｏｄｅＢ２００、ＢＳ３００及びｅＮｏｄｅＢ
４００が本実施形態に係る無線基地局の一例であってもよい。
【００６０】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００６１】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階などの各処理の実行順序は、特段
「より前に」、「先立って」などと明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で
用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲
、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」などを用
いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない
。
【符号の説明】
【００６２】
１０　ＦＤＤ－ＬＴＥシステム、１２　ＦＤＤ－ＬＴＥコアネットワーク、２０　ＦＤＤ
－ＬＴＥシステム、２２　ＦＤＤ－ＬＴＥコアネットワーク、３０　３Ｇシステム、３２
　３Ｇコアネットワーク、３４　ＲＮＣ、４０　ＴＤ－ＬＴＥシステム、４２　ＴＤ－Ｌ
ＴＥコアネットワーク、５０　移動局、１００　ｅＮｏｄｅＢ、１０２　通信エリア、１
１０　呼接続要求受信部、１１２　ＧＢＲ負荷取得部、１１４　閾値比較部、１１６　呼
接続確立処理実行部、１１８　要求拒否処理実行部、１２０　ハンドオーバ処理実行部、
１２２　移動局情報管理部、１３０　ＡＴＯ閾値、１３２　第１ＡＴＯ閾値、１３４　第
２ＡＴＯ閾値、１４０　ＡＣ閾値、１５０　セル最大容量、２００　ｅＮｏｄｅＢ、２０
２　通信エリア、３００　ＢＳ、３０２　通信エリア、４００　ｅＮｏｄｅＢ、４０２　
通信エリア
【要約】
【課題】従来、接続要求の受け入れが拒否された場合、受け入れが許可されるまで待機し
た後で通話を開始していたが、通話開始までの待ち時間を短くする技術が望まれていた。
【解決手段】第１周波数帯域を用いて形成された第１無線通信エリアをカバーする無線基
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地局であって、無線基地局の帯域保証通信における負荷を示すＧＢＲ負荷を取得するＧＢ
Ｒ負荷取得部と、ＧＢＲ負荷が予め定められた第１閾値より高い場合に、無線基地局と音
声呼接続を確立している移動局を、第１の周波数帯域とは異なる第２の周波数帯域を用い
て形成された第２無線通信エリアにハンドオーバさせる処理を実行するハンドオーバ処理
実行部とを備える無線基地局を提供する。
【選択図】図２

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(11) JP 5680247 B1 2015.3.4

【図５】 【図６】
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